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はじめに 

 

 

令和７年 11月 18日に大分市大字佐賀関地内で発生した建物火災は、風速や風向

が変化し、延焼や飛び火の方向・範囲が変化する中、短時間で広範囲に延焼拡大し

ました。蔦島を含め、焼損範囲は約 6.39haとなり、街区については 23,321㎡が焼

損し、死者１名、負傷者１名のほか 196棟の建物に被害が生じました。市街地にお

ける火災としては、平成 28年の糸魚川市大規模火災（焼失面積約 40,000㎡、負傷

者 17名、焼損棟数 147棟）、令和６年の輪島市大規模火災（焼失面積約 49,000

㎡、死者 16名、焼損棟数 244棟）以来の大規模なものとなりました。 

被災地域は、木造住宅が密集した市街地であり、狭あいな道路が多いといった地

域特性がありました。また、高齢化率も約 70％と高く、人口減少により、空き家

が比較的多い地域でもありました。高低差のある狭あいな道路などにより活動上の

負担が大きい中、大分市消防局等による懸命な消火活動が行われました。 

住民の避難に関しては、住民間の主体的な声掛けや消防団や警察等による避難誘

導、区長・民生委員・防災士・消防団員等による安否確認や戸別訪問、避難行動要

支援者等に対する民生委員やデイサービス事業者等の車両による避難所までのピス

トン輸送等により、迅速・円滑に行われました。 

本検討会では、これらの大分市大規模火災の特徴を踏まえつつ、密集住宅市街地

における火災予防の取組の現状や火災防ぎょ計画の策定状況等についての調査結果

等を基に議論を行いました。また、実際の住民避難についての聞き取り等を通じ

て、住民の避難に当たって有効であったと考えられる取組を把握することができま

した。 

これらを踏まえ、火災予防上管理が不十分な空き家等に係る取組などの防火安全

対策のあり方、火災防ぎょ計画の策定・充実などの消防活動・応援体制のあり方、

火災対応のための新たな装備・技術の活用・開発、住民の避難行動等について検討

を行い、今後の密集住宅市街地における消防防災対策のあり方を取りまとめまし

た。 

今後、消防庁等の関係省庁における取組も踏まえながら、全国の地方公共団体・

消防機関において、火災予防上管理が不十分な空き家等に係る取組やハード対策と

ソフト対策の両面から安全性を向上させるまちづくりの取組、延焼拡大を想定した

火災防ぎょ計画の策定・充実や応援要請基準の明確化、新たな装備・技術の活用、

平時からの避難訓練や多様な主体の連携といった住民避難に係る取組などが進めら

れることで、消防防災力の向上が図られていくことを願っております。 

最後に、本検討会の委員及びオブザーバーの皆様をはじめ、御協力いただいた

方々に対し、心からお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会  

座長 関澤 愛  
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第Ⅰ章 大分市大規模火災の概要等と消防活動等の状況 

第１ 大分市大規模火災の概要等 

大分市大規模火災について、消防庁においては、消防法第 35条の３の２の規

定に基づく消防庁長官による火災原因調査を実施した。本項では、当該調査の報

告書1に基づき、火災の概要等について記す。 

１ 火災概要 

〇 令和７年 11月 18日に佐賀関半島に位置する大分市大

字佐賀関地内（図 1-1）で発生した建物火災は短時間に

広範囲に延焼拡大し、半島部で街区及び林野等約

4.76haが焼損し、死者１名、負傷者１名のほか 196棟

の建物に被害が生じた。また同日、市街地から約 1.5km

以上離れた蔦島にも延焼し、林野約 1.63haが焼損して

いる。（図 1-2） 

・出火時刻：令和７年 11月 18日 17時 30分頃 

・覚知時刻：令和７年 11月 18日 17時 45分 

・鎮圧時刻：令和７年 11月 20日 11時 00分 半島部分 

      令和７年 11月 28日 13時 30分 蔦島部分 

・鎮火時刻：令和７年 11月 28日 13時 30分 半島部分 

      令和７年 12月４日 14時 00分 全域鎮火 

〇 空き家の焼損状況は、全焼 44棟、半焼以下５棟である。 

 

 

 

 

 
1 詳細は、資料１を参照されたい。 

 

図 1-1 火災の発生場所（地理院

地図を一部加工） 

 
図 1-2 焼損状況（国土地理院基盤地図情報を一部加工） 

火 
火 

 

蔦島 

蔦島 
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２ 出火原因等 

〇 火元建物は、通報内容及び消防隊現場到着時の状況から図 1-2 に「火」で示

す位置の木造２階建て住宅である。出火箇所は、建物１階屋内の東側と判定す

るが、焼損が激しく、より詳細な範囲を限定することはできない。出火原因とし

て、暖房器具、たばこ、電気機器、屋内配線及び放火について検討した結果、全

体的に焼損が激しく火源を特定できる物証が認められないため、本火災の出火

原因は不明とする。 

〇 なお、火元建物に隣接する２件は空き家であり、第一通報は約 100ｍ東の住民

からであった。また、火元建物住民からの通報はなく、第一通報時に既に火元建

物から外部に延焼していたとみられる。 

 

３ 被災地域の概況 

〇 都市計画・消防計画等 

・用途地域指定：なし（建蔽率：70％、容積率：400％） 

・防火地域・準防火地域指定：指定の対象外 

・屋根不燃化区域指定：なし 

・延焼警戒区域指定※：あり 

・狭隘地区警防計画策定※：あり 
※平成 29 年７月に消防庁が通知した「延焼の危険性が高い地域の指定」及び当該地域の

「火災防ぎょ計画」に当たるもの 

〇 大分市佐賀関の人口は減少傾向にあり、世帯数も減少している。被災した地

区の住民数は 266人、高齢化率は約 70％である。 

〇 被災地域においては、焼損範囲内に 63件の空き家があった（第２期大分市

空家等対策計画（令和４年３月））とされている。 

 

４ 気象の概況 

〇 佐賀関アメダス（火元建物から西へ約 1.3km）では、火災前 30日間の合計

降水量は 38.5mmであり、平年比 37％に相当する。 

〇 10月 31日に 22.5mmの降水があった。 

○ 出火当日の実効湿度2は約 67％であった。 

〇 出火当日は、冬型の気圧配置となり、海上を中心に強い北西の風が吹いてい

た。前日朝から強風注意報が出されていた。 

〇 火災現場の消防隊から、風向風速の変化が報告されている。 

 

５ 焼け止まりの状況 

〇 次のような場所で焼け止まりが確認された（図 1-3）。 

・消火活動によるもの 

・建物の防火性能＋消火活動によるもの 

・建物の防火性能＋除却空地＋消火活動によるもの 

・空地の多い場所 

 
2 木材の乾燥の程度を表す指数で、それまでの相対湿度を考慮に入れて計算される。大分地方の乾

燥注意報の発表基準は「最小湿度 45％で、実効湿度 65％」となっている。 
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図 1-3 焼け止まりの状況 

 

６ 延焼の状況 

〇 火災時の写真・映像、現地調査

の結果、大分市消防局職員から

の情報を基に、火災地点を特定

し、延焼動態を推定（図 1-4）。 

・飛び火は火元建物から北東～

南東の約 90度の範囲に分布

している。 

・火元建物から、風下方向の建物

X 及び風横方向の建物 Y まで

の延焼速度を求めると、それぞ

れ 34m/h、19m/hとなった。 

〇 市街地延焼シミュレーション

により、延焼動態と消防活動の効

果を検証した。 

・消防活動の効果として、焼損棟

数で 43％、焼損面積で 41％を

減じたといえる。 

  

図 1-4 延焼動態 
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第２ 消防活動等の状況 

１ 大分市消防局及び大分市消防団の対応3 

○ 大分市消防局では、局内最大規模となる第３出動の部隊を出動させるととも

に、非番職員を召集して現場へ投入するなど、これまでにない規模の態勢で消

火活動にあたった。 

○ 消防隊の現場到着時には、既に複数の家屋に延焼が拡大するとともに、風向

や風速が変化したことで、更に延焼が拡大した。 

○ 街中で次々と飛び火火災が発生したため、順次、放水箇所を移動し、退路を

確保しつつ消火活動にあたったが、その後、更に延焼が拡大したことを受け、

市道田中線（街区東側道路）に延焼阻止線を設定したものの、強風による飛び

火が継続したため、延焼阻止線を越えて延焼が拡大した。 

○ 延焼は街区を越え、周辺の山林部分にまで至ったことから、地上からの消火

活動と並行して、ヘリによる空中消火を実施した。 

○ 延焼が拡大するにしたがって、大量放水が必要となり、消火栓では十分な水

量を確保できなかったため、順次、海水による放水に切り替えて消火を図っ

た。 

○ 飛び火火災が発生した蔦島では、地上部隊が上陸できず、ヘリによる消火活

動を実施した。 

○ 大分市消防団については、大分市消防局の指示の下、火災発生直後から第７

方面隊を中心に、住民への避難の呼び掛けや避難誘導を行ったほか、大分市消

防局と連携した市街地や山林地域での消火活動や残火処理、警戒活動などに従

事した。 

特に、住民の避難誘導にあたっては、避難の確認が取れていない住民宅や明

かりがついている住民宅を訪問し、避難の呼び掛けを行ったほか、消防団車両

を活用して歩行の不自由な人や車いす利用者を避難所へ搬送するなど、迅速な

住民避難に寄与した。 

○ 今回の火災が発生した大分市佐賀関は、木造住宅が密集し、狭あいな道路が

多数あるほか、年間を通じて強風が多いなどの延焼危険要因があり、大分市消

防局によると、これらの地域特性は消防活動に次のような影響を及ぼした。 

・ 住家が傾斜地に建ち並び、至る所に階段や坂があったことから、ホース延

長や資器材搬送など、活動上の負担が大きかった。 

・ 延焼拡大に伴い、転戦を含む多くの筒先配備が必要となったことから、自

然水利の活用等により、有効水圧を確保し活動にあたった。 

・ 住家に囲まれ、周囲の状況把握が困難な箇所が多く、急激な延焼で退路を

断たれる危険性がある中、留意して活動に従事した。 

・ 延焼阻止線を設定したことで、延焼を免れた住家がある一方、飛び火によ

り、延焼阻止線を越えて延焼する住家があった。 

 

２ 応援の状況 

○ 大分市消防局は、局内最大の第３出動体制まで部隊を増強したが、飛び火等

により延焼阻止線を越えるなど、延焼拡大が続いたため、大分県常備消防相互

応援協定に基づき県内の６消防本部へ応援を要請した。要請を受けた各消防本

部は、計 13台 58名の県内応援隊を派遣し、住宅地や周辺の山林部分の消火活

動に従事した。 

 
3 詳細は、資料４を参照されたい。 
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○ 航空隊については、大分県防災航空隊が上空からの情報収集の要請を大分市

消防局から受け、飛行が可能となる火災発生の翌朝出動した。また、佐賀関地

区周辺の林野及び蔦島内の林野への延焼が見られたことから、熊本県防災航空

隊及び福岡市消防航空隊に応援を要請し、空中からの消火活動を実施した。自

衛隊ヘリとも連携し、活動時間を分けて、安全を確保しつつ連続的な散水を実

施した。また、これらの活動に加え、蔦島で活動する消防隊員の人員輸送も実

施した。 

延焼拡大が見られなくなって以降は、赤外線カメラにより広域的に熱源探査

を実施するとともに、発見した熱源への消火活動を実施した。 

 

３ 住民避難の状況4 

○ 主な延焼範囲である田中１地区、田中２地区、田中３地区、神山地区及び東

町地区の５地区は、地区内が数軒単位の小さな班で構成されており、火災覚知

後は各班内において住民同士の声掛けや避難誘導等が実施され、多くの住民は

近隣の田中公民館へ避難した。また、並行して消防団・警察・区長・民生委

員・防災士等も住民に対し、避難の呼び掛けや避難誘導を実施した。 

○ 田中公民館への避難者数が多くなったことや延焼拡大等に伴い、より収容人

数が多く火災現場から離れた佐賀関公民館の開設後、田中公民館から佐賀関公

民館への住民避難が開始された。この際、消防団や警察等が避難誘導を行いつ

つ、原則は徒歩での移動が呼び掛けられた。なお、歩行が不自由な人や車いす

利用者については、消防団・警察・デイサービス事業者・民生委員・防災士

が、佐賀関公民館まで車両でのピストン輸送を実施した。 

○ 区長・民生委員・防災士・消防団員等は、佐賀関公民館への避難誘導等と並

行し、現場付近に戻り、避難の確認が取れていない住民宅や明かりがついてい

る住民宅の扉を叩いて大声で避難を呼び掛ける等、戸別訪問を実施した。 

○ 田中１～３区、神山地区、東町地区の５地区の住民数の合計は 266人であ

り、佐賀関公民館への最大避難者数は 180名に上る等、多くの住民が避難所へ

避難していた。なお、遠方の親戚宅等へ車両で避難した住民も一部みられた。 

  

 
4 詳細は、資料５を参照されたい。 
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第Ⅱ章 大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方 

 

令和７年 11月 18日に大分市大字佐賀関地内で発生した建物火災は短時間で広範

囲に延焼拡大し、半島部で街区及び林野等約 4.76ha（うち街区 23,321㎡）が焼損

し、死者１名、負傷者１名のほか 196棟の建物に被害が生じた。本火災は、市街地

における大規模火災としては、平成 28年の糸魚川市大規模火災（焼失面積約

40,000㎡、負傷者 17名、焼損棟数 147棟）、令和６年の輪島市大規模火災（焼失面

積約 49,000㎡、死者 16名、焼損棟数 244棟）以来の規模のものである。 

 

＜本火災の特徴＞ 

本火災については、消防法第 35条の３の２の規定に基づく消防庁長官の火災原

因調査が行われており、当該調査の報告書5等から以下のような点を特徴として挙げ

ることができる。 

〇 平年に比べ降水量が少ない状況の中、強風注意報が発表される状況下で、風

速や風向が変化したため、延焼や飛び火の方向・範囲が変化し、複数箇所への

飛び火を伴いながら、急激に延焼拡大した。具体的には、火災初期にホースラ

インを越える形で南東側へ飛び火が発生し、延焼のおそれのある領域が初期に

大きく広がった。 

〇 被災地域は、防火地域・準防火地域や屋根不燃化区域の指定はなく、高経年

の木造建築物等が密集した住宅市街地であり、狭あいな道路が多く消防車両の

進入経路や部署位置が限られるなど、潜在的な延焼拡大の危険性や消防活動の

困難性の高い場所であった。 

〇 また、被災地域は空き家が比較的多く、火災予防上管理が不十分な空き家も

散見されるところ、エリア全体として焼損が激しいため個別具体の被害との関

係を特定することは困難ではあるが、火災予防上管理が不十分な空き家等が延

焼や飛び火の発生に影響を与えた可能性があると考えられる。一方、過去に建

物が除却されたことにより生じた空地が焼け止まりに寄与した箇所も確認され

た。建物の除却は、現実的な延焼火災リスク低減方法の一つとして評価され得

る。 

〇 火元建物は高齢者の一人暮らし世帯であり、本火災について当該住民からの

通報はなかった。火元建物に隣接する２件は空き家であり、消防への第一通報

の時点で、火元から周辺へ延焼が拡大していた。地域での高齢化や人口減少に

伴う人的対応力の低下が、火災の覚知や通報、初期消火等の初動対応に影響を

与えた可能性も考えられる。 

○ 一方、被災地域における住民の避難については、住民間の主体的な声掛けや

消防団や警察等による避難誘導、区長・民生委員・防災士・消防団員等による

安否確認や戸別訪問、避難行動要支援者等に対する民生委員やデイサービス事

業者等の車両による避難所までのピストン輸送等により、迅速・円滑に行われ

た。その背景として、住民間の日頃からの声掛けや勉強会等の交流機会、多く

の関係者が参加する地震・津波等の定期的な避難訓練、避難行動要支援者名簿

や個別避難計画の策定・更新・関係者への共有など、平時からの住民のつなが

りや地域防災の取組があるものと考えられる。 

 

 

 
5 詳細は、資料１を参照されたい。 
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 ＜密集住宅市街地の消防防災に係る課題＞ 

一般的に、密集住宅市街地は、乾燥・強風といった気象条件下では、ひとたび火

災が発生すると延焼拡大しやすい潜在的な危険性を有すると考えられる。加えて、

道路が狭あいである場合は、消防活動の困難性が高くなると考えられる。 

また、高齢化や人口減少に伴い、建物の更新が進まず、更新による防火性能の向

上が見込みにくいとともに、管理が不十分な空き家等の増加や地域における人的対

応力の低下等が進み、延焼拡大の危険性を高めるおそれがあると考えられる。 

なお、空き家については、それ自体が直ちに火災危険性を高めるものではない

が、放置されて草木の繁茂や建物の損傷など火災予防上管理が不十分な状態となっ

た場合には、隣棟からの延焼や飛び火に対する脆弱性が大きくなるとともに、火災

が発生した場合には、消防への通報や初期消火が遅れるなど、延焼拡大の要因とな

る可能性があると考えられる。他方、消防活動上の観点からは、人命検索や避難誘

導の必要性、飛び火警戒の優先度を検討する上で、空き家の所在に係る情報は有用

なものとなる。 

 

＜総論＞ 

これらのことを踏まえ、糸魚川市大規模火災や輪島市大規模火災を契機として進

められてきた対策の徹底・拡充を図ることが重要であり、特に大分市大規模火災の

特徴等を勘案すると、以下の４点を中心に対策を進める必要がある。 

第一に、密集住宅市街地における火災危険性を踏まえ、出火防止の観点から各戸

の住宅防火対策を徹底するとともに、延焼拡大防止の観点から地域における面的な

防火安全対策の充実・強化を図ることが必要である。これに当たり、中長期的な火

災に強いまちづくりとともに、延焼拡大の要因となる可能性のある管理の不十分な

空き家等のリスク低減や地域における出火時の迅速な初動対応の確保が重要であ

る。 

第二に、密集住宅市街地の火災に対応できる消防体制のあり方として、各消防本

部は、ひとたび火災が発生すれば大規模に延焼が拡大する可能性の高い地域を把握

し、当該地域の特性を踏まえて、活動方針や消防水利の確保等についての事前計画

を定めておくとともに、大規模な火災に至った場合の対応計画を定める必要があ

る。また、火災が大規模に拡大する場合、その進展は早く、必要な消防力を迅速に

投入する必要があるため、具体的な応援要請基準を定めておくとともに、応援に向

かう近隣の消防本部が早期に出動できる制度・体制を整えておく必要がある。 

第三に、今回の大規模火災で明らかになった課題を踏まえると、密集住宅市街地

における火災において、①狭所・傾斜地での迅速な消火、②消防水利の確保、③延

焼拡大状況の把握、④飛び火等による延焼拡大の防止に資する新たな装備・技術の

充実強化について検討を進める必要がある。 

第四に、住民避難に関し、平時からの防災の取組等によって地域コミュニティを

維持する働き掛けを行いつつ、多様な主体が連携した地域の実情に応じた避難訓練

等を定期的に実施しておく必要がある。その際、事業者等を含めた、多様な主体が

連携し自ら動くことができる仕組みの構築に平時から取り組むことも重要である。

また、避難行動要支援者や避難支援等関係者が自発的に行動するために、避難行動

要支援者名簿や個別避難計画を整備し、関係者への共有や更新等を進めつつ、それ

らを活用した訓練等を行うことが重要である。 

以下、今回の大分市大規模火災を踏まえた今後の消防防災対策のあり方につい

て、具体的な提言を行う。  
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第１ 密集住宅市街地における防火安全対策のあり方 

１ 密集住宅市街地における火災予防 

○ 密集住宅市街地における火災危険性を勘案すると、まずは、火災の発生を

防止することが極めて重要であり、各戸において、安全装置付きの火気使用

器具、住宅用火災警報器、住宅用消火器、感震ブレーカーの設置や火気及び

電気製品の適切な取扱いなど住宅防火対策を徹底することが必要である。 

○ 加えて、火災が発生した場合に備え、延焼拡大防止の観点から地域におけ

る面的な防火安全対策の充実・強化を図ることが必要であり、各地域におい

て消防本部と関係部局が連携し、以下の取組を推進することが重要である。 

 

⑴ 火災予防上管理が不十分な空き家等に係る取組の推進 

○ 密集住宅市街地の管理が不十分な空き家等については、火災予防条例

（例）第 24条（空き家の管理等）を踏まえ、消防本部においてもその把

握や所有者等における適切な管理を促進することが必要である。 

○ 消防本部等へのアンケート調査の結果6、管理が不十分な空き家等に対

する火災予防上の取組を具体的に行っている消防本部が一定数あり、空き

家等の台帳管理や関係部局との連携など、他の消防本部の参考となる事例

もみられるところである。 

○ このような状況を踏まえ、密集住宅市街地における空き家等について、

消防本部において把握する対象や、管理が不十分で改善すべきものの目

安、改善指導等の手順、関係部局と連携した情報共有や関係者への働き掛

けに係る体制整備等を分かりやすく示すことが必要である。 

○ このためには、今回の調査結果を基に、消防庁において、関係省庁と

連携の上、「（仮称）密集住宅市街地における空き家等に対する火災予防

ガイドライン」を策定し、消防本部に周知することが望ましいと考えら

れる。 

〇 加えて、密集住宅市街地の防火安全性を高めるためには、当事者であ

る住民の理解・協力が不可欠であり、密集住宅市街地の火災危険性、防

火安全対策に係る法制度や支援措置等について、全国火災予防運動や建

築物防災週間の機会等を捉え、各地域の消防本部と建築部局が連携して

住民への広報啓発を行うことが重要である。 

 

⑵ 火災の早期覚知・通報 

〇 密集住宅市街地においては、出火時の迅速な初動対応により、火元から

周囲に燃え広がらないようにすることが被害軽減を図る上で必要となる。 

○ このような観点から、糸魚川市大規模火災を契機として、消防庁では、

火災を早期覚知・通報するための方策として住宅用火災警報器と連動した

戸外警報器や自動火災通報システムの導入を促進してきたところである。 

○ 一方、消防本部等へのアンケート調査の結果7、これらの機器等につい

て具体的な取組を推進している地域がある一方で、現状において幅広い展

開には至っていないのではないかと考えられるところである。 

○ このような状況を踏まえ、今回の調査結果を基に、消防庁において、住

宅用火災警報器と連動した戸外警報器や自動火災通報システムの導入・普

 
6 詳細は、資料６を参照されたい。 
7 詳細は、資料７を参照されたい。 



 

10 

 

及に向けて、優良事例の水平展開を行っていくべきである。また、これら

の機器等について、消防庁において関係事業者団体と連携し、より設置し

やすい製品の開発・普及を図ることも重要である。 

○ このほか、高所カメラを用いた AIによる火災監視システムの活用など

も火災の早期覚知に有効と考えられる。 

 

２ 住宅等の密集している地域におけるまちづくり 

〇 老朽木造住宅が密集している地域は、延焼の危険性が高いことから、特に

危険性の高い「地震時等に著しく危険な密集市街地」はもとより、それ以外

の密集地域においても、ハード対策とソフト対策の両面から安全性を向上さ

せる取組を行うことが重要である。 

〇 「地震時等に著しく危険な密集市街地」以外の地域であっても、老朽木造

住宅の密集状況や地形的な特性、強風等による大火の発生状況なども踏ま

え、大規模な延焼火災が発生する可能性が高い地域がないか、住宅・まちづ

くり部局と消防部局が連携し、確認することが必要である。 

〇 密集地域を地震や火災等の災害に強い地域へと改善していくためには、延

焼を抑制し、避難路となる道路の整備、避難場所となる公園・空き地の整

備、老朽建築物の除却や延焼防止性能の高い建築物への建替え等を推進する

ことが必要8である。 

〇 こうした取組は、地元住民等の理解を得ながら地道に少しずつでも進めて

いく必要があり、防災マップの作成や防災訓練・防災パトロールの実施、防

災に関する人材育成など、地域防災力の向上に資するソフト対策を推進する

ことも必要である。 

〇 特に、人口減少・高齢化が進行し、建物の更新が進みづらく、狭あい道路

も多く残る地域においては、延焼拡大の抑制に有効な空地や地域外への避難

路、消防活動空間の確保のための空き家等の老朽建築物の除却や狭あい道路

の解消等や、迅速な避難のための防災訓練などの取組を推進することが必要

である。 

〇 このうち、空き家に関しては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基

づく財政上・税制上の措置や、特定空家等への指導・勧告等を通じた除却等

の対策を促進するとともに、空き家の所有者等に対し、空き家化のリスクや

関連制度等についての周知・広報や相談対応等を通じて積極的に働きかけを

行うこと等により、空き家の適正な管理や早期の除却・活用等に取り組む機

運を醸成し、空き家の所有者等の自主的な対応を促すことが重要9である。

また、空き家所管部局と消防部局を含む関係部局が連携し、各々が把握した

空き家の情報を適切に共有することは、空き家対策のみならず火災予防の観

点からも有効と考えられる。 

〇 火災時における延焼拡大を抑制するため、地域の特性や地元住民の意向を

十分に踏まえつつ、防火地域や準防火地域、屋根不燃化区域の指定10などに

より、長期的に面的な不燃化を推進することが必要である。 

○ なお、漁港背後集落における密集地域にあっては、水産部局と住宅・まち

づくり部局、消防部局との連携も重要である。  

 
8 密集市街地への支援制度については、資料８を参照されたい。 
9 空き家対策については、資料９を参照されたい。 
10 防火地域、準防火地域等については、資料 10 を参照されたい。 
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第２ 密集住宅市街地における消防活動・応援体制のあり方 

１ 密集住宅市街地における効率的な消防活動 

○ 消防庁では、糸魚川市大規模火災を受け、全国の消防本部に対し、大規模

な火災につながる危険性の高い地域の確認・指定及び当該地域の火災防ぎょ

計画の策定を通知等により要請してきたところであり、この間、各消防本部

では、管轄する地域における大規模な火災につながる危険性の高い地域の確

認・指定及び当該地域の火災防ぎょ計画の策定を進めてきた。 

○ 大分市佐賀関については、大分市消防局が延焼警戒区域11に指定し、木造

住宅や狭あいな道路が多く、年間を通じて強風であることが多いなどの地域

特性を踏まえた火災防ぎょ計画を策定していたが、必ずしも延焼拡大につい

て想定されている計画ではなかった。今回の大規模火災では、風速や風向の

変化に伴い、飛び火火災が次々と発生する中、設定した延焼阻止線を越えて

延焼が拡大しており、延焼拡大時にも効果的な消防活動を実施できるような

計画としておくことが重要である。 

 

⑴ 火災防ぎょ計画の策定状況等 

○ 大分市大規模火災後の令和７年 12月に消防庁が行った消防本部へのア

ンケート調査12によれば、大規模な火災につながる危険性の高い地域の確

認・指定を行っている消防本部は 87.6％、指定した地域の火災防ぎょ計

画の策定が完了した消防本部は 87.0％であり、一部の消防本部で作業が

完了していない実態が把握できた。 

○ 既に火災防ぎょ計画を策定している消防本部の中には、地形や道路、建

物状況、水利など、今回の大分市大規模火災においても消防活動に必要と

なった情報について、地図や現地写真の活用、水道管の色分け表示など、

様々な工夫を凝らし、職員の理解・活用が進むよう計画を作成している消

防本部もみられた。また、延焼拡大に応じた具体的な延焼阻止線の設定要

領や民間事業者を含めた水利確保の方法などを記載し、延焼拡大後の対応

を見据えた計画としている事例がある。さらに、空き家の状況を計画に記

載している消防本部もみられた。 

○ 一方で、火災防ぎょ計画に延焼拡大時の基本方針を記載している消防本

部は 32.2％、応援要請に関する事項を記載している消防本部は 38.5％と

少ないなどの課題が明らかとなった。 

 

⑵ 火災防ぎょ計画の策定・充実 

○ 火災防ぎょ計画は、地域の特性や初動の消防活動だけではなく、当該地

域における延焼阻止線の設定要領や継続的な水利確保の方法、必要な消防

力の規模など、延焼拡大時の対応を含めた計画として策定しておくことが

重要である。 

○ また、消防活動に有用な情報として空き家についても火災防ぎょ計画に

記載することも重要であると考えられる。地域における空き家の情報を事

 
11 大分市消防局の使用する名称であり「糸魚川市大規模火災を踏まえた「木造の建築物が多い地域

などの大規模な火災につながる危険性の高い地域」の指定要領等について（平成 29 年７月 31 日

付け消防消第 193 号）」に基づき、大規模な火災につながる危険性の高い地域として指定している

もの。 
12 詳細は、資料 11 を参照されたい。 



 

12 

 

前に把握しておくことで、消火活動と並行して実施する人命検索や避難誘

導に資する情報になるとともに、建物の状況に応じて、飛び火警戒の重要

度の判断に資する情報になり得る。 

○ さらに、必要な消防力を早期に確保するため、近隣の消防本部からの応

援要請等について、後述の２に記載のとおり、それぞれの火災防ぎょ計画

に記載しておくことで、より実効性の高い計画となると考えられる。 

○ 消防庁においては、前述の⑴で調査した火災防ぎょ計画の優良事例を示

すとともに、延焼拡大時の対応を含めた火災防ぎょ計画策定要領を作成

し、消防本部における火災防ぎょ計画の策定・充実を促していくべきであ

る。また、策定された計画が実際の消防活動において着実に実行されるよ

う、各消防本部においては、運用を想定した日頃からの訓練等に努めるべ

きである。  

 

２ 密集住宅市街地における火災に係る適切な応援要請 

○ 今回の大規模火災において、大分市消防局は、消防本部内で最大規模とな

る第３出動体制まで増強しても対応できないと判断し、県内の他の消防本部

の応援を得て対応したが、今後も密集住宅市街地で急激な延焼拡大を伴う類

似の火災が発生し得ることを考えれば、速やかな応援要請を行うことで必要

な消防力を円滑に確保できる体制を整備しておくことが重要である。 

 

⑴ 応援要請基準の明確化 

○ 密集住宅市街地において火災が発生し、大規模な火災となる場合には、

飛び火警戒や延焼防止活動などに多くの人員や車両・資機材が必要とな

る。地元消防本部は、初期の段階から先を見越した必要な消防力を判断

し、時機を逸することなく都道府県内応援部隊の出動を要請するほか、必

要な場合には、躊躇なく緊急消防援助隊の出動要請を行い、大規模火災に

的確に対応できる体制を確保することが重要である。 

○ 災害時に迅速に応援要請を判断するためには、消防力や地域の実情等を

踏まえた具体的な応援要請基準を定めておくことが重要である。例えば、

密集住宅市街地等の大規模な火災につながる危険性の高い地域を管轄する

消防本部であれば、延焼シミュレーション等を活用し、予測される延焼範

囲に対し必要となる消防力を算定しておくことで、応援の必要性をあらか

じめ判断できる。こうした検討を基に、当該地域において「強風注意報等

の発表下において火災が発生した場合」、「○棟以上延焼している場合」の

ように、具体的な事象の発生を引き金に応援要請をするよう定めておくこ

とが考えられる。 

○ また、人員や車両・資機材が比較的充実している一定規模以上の消防本

部においては、消防力が優位な分、応援要請が必要な具体的な事象が想定

しづらいことから、別の災害に備えて管内全域で最低限待機しておくべき

消防隊数を基にした要請基準を定めておくことが考えられる。 

○ 密集住宅市街地における火災に係る応援要請基準については、各消防本

部で策定する火災防ぎょ計画に明記しておくことが効果的であることか

ら、消防庁において、前述の地域特性や延焼拡大時の対応も含め、実効性

の高い計画となるよう策定要領を示し、各地域の応援体制の強化を図るべ

きである。 
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⑵ 消防相互応援協定の充実 

○ 消防庁では、糸魚川市大規模火災を受け、消防広域応援体制の強化のた

め取り組むべき事項を示し、都道府県内の消防相互応援協定を見直すよう

求めてきたところであり、密集住宅市街地等の大規模な火災につながる危

険性の高い地域において火災が発生した場合に、速やかに都道府県又は代

表消防本部等に連絡し、状況を共有する体制については全国的に整備が進

んでいる。 

○ 今回、それらの具体的な内容について調査したところ、応援要請の判断

の迅速化に資する取組として、応援要請前に近隣の消防本部が先遣出動す

る体制整備や、応援規模をあらかじめ明確にする事例を把握することがで

きた13。 

○ 被災地の応援要請の判断への助言や都道府県内応援部隊の早期の出動を

行うため、被災地以外の消防本部が応援要請を待たずに先行的な調査を含

め出動できるよう、各都道府県内の消防相互応援協定に定めておくことは

有効である。その際、都道府県の実情によっては、早期に被災地に出動で

きるよう、代表消防機関だけでなく地域毎に出動できる消防本部を定めて

おくことも考えられる。 

○ また、都道府県内応援部隊を要請した場合の出動部隊とその規模、出動

までに要する時間を事前に共有しておくことも効果的である。被災地は災

害の推移と照らして、隣接応援、ブロック応援又は全域応援と、応援要請

の規模を判断する目安にすることができることから、時宜に応じた応援要

請につながるものと考えられる。 

○ 消防庁においては、各都道府県や消防本部に対し通知等により、こうし

た優良事例の紹介を行うことで、取組の水平展開を図り、各地域の消防相

互応援協定の充実を促していくことが重要である。 

 

   

 
13 詳細は、資料 12 を参照されたい。 
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第３ 密集住宅市街地での火災対応のための新たな装備・技術の活用・開発 

１ 有効と考えられる先進的な装備・技術 

○ 今回の大規模火災では、①狭所・傾斜地での迅速な消火、②消防水利の確

保、③延焼拡大状況の把握、④飛び火等による延焼拡大の防止といった点が

消防活動上の課題となった。今後の密集住宅市街地における大規模火災に対

応するためには、これらの課題に対応する装備・技術の充実強化を図ってい

く必要がある。 

○ 密集住宅市街地において活用が考えられる装備・技術を把握するため、東

京消防庁及び各指定都市消防本部を対象にアンケートを行うとともに、過去

に密集住宅市街地における大規模火災を経験した糸魚川市消防本部及び奥能

登広域圏事務組合消防本部にヒアリングを実施した。加えて、民間事業者を

対象に、密集住宅市街地火災への活用が期待される技術情報を募集した。こ

れらの調査により情報提供を受けた先進的な装備・技術は以下の表１のとお

りである14。 

 

表１ 密集住宅市街地における消防活動のための先進的な装備・技術 

 

 課 題 装備・技術 

①狭所・傾斜

地での迅速

な消火 

住家が傾斜地に建ち並び、至

る所に階段や坂があったこと

から、ホース延長や資器材搬

送など、活動上の負担が大き

かった。 

・狭あい路でも進入可能な小

型運搬車や大容量小型ポン

プ車 

・軽量で背負える可搬消防ポ

ンプ 

など 

②消防水利の

確保 

延焼拡大に伴い、転戦を含む

多くの筒先配備が必要となっ

たことから、自然水利の活用

等により、有効水圧を確保し

活動に当たった。 

・大容量送水車 

・大型水槽付き送水車 

・自動制御付きポンプ 

など 

③延焼拡大状

況の把握 

住家に囲まれ、周囲の状況把

握が困難な箇所が多く、急激

な延焼で退路を断たれる危険

性がある中、留意して活動に

従事した。 

・隊員のバイタル情報や位置

情報を把握できるデバイス 

・AIによる火災監視システム 

・自動飛行システムを搭載し

たドローン 

など 

④飛び火等に

よる延焼拡

大の防止 

延焼阻止線を設定したこと

で、延焼を免れた住家がある

一方、飛び火により、延焼阻

止線を越えて延焼する住家が

あった。 

・水幕ホースや放水銃 

・建物火災に活用可能な消火

薬剤 

・放水ロボット 

など 

 

○ また、消防活動上の横断的な課題と言えるが、消防活動のパフォーマンス

を高めていくためには、消防職団員の安全管理に配慮することも重要であ

 
14 詳細は、資料 13 を参照されたい。 
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り、隊員のバイタル情報や位置情報を把握するデバイスなどはこの観点から

も有効活用が期待される。 

 

２ 装備・技術の充実強化に向けた取組 

〇 消防庁としては、密集住宅市街地での火災に対して有効と考えられる装

備・技術について、財政措置なども活用しながら導入の推進に取り組むこと

が重要である。 

〇 特に、消防力が劣勢の中、狭あい路への進出や延焼拡大防止に資する大容

量小型ポンプ車や放水ロボット・水幕ホース等は、首都直下地震をはじめと

する地震災害時の大規模火災対応にも極めて有効と考えられることから、全

国の緊急消防援助隊への配備を早急に検討すべきである。 

○ また、近年急速に発展している AIやロボティクス等の新技術を活用した

もの（例：AIによる火災監視システム、自動飛行システムを搭載したドロ

ーン）については、消防活動現場での実装を進めるため、モデル事業の活用

等を通じ、消防本部における導入効果や運用方法を示していくことが重要で

ある。 

〇 あわせて、現時点では実用化に至っていない消火用ドローンや背負い式の

可搬消防ポンプなどの装備・技術については、競争的研究費の活用等によ

り、研究開発を推進していくことが重要である。また、延焼シミュレーショ

ンを活用した防火対策・消防活動の高度化や、飛び火による延焼拡大や防御

のための散水方法等に関する知見などに資する研究については、消防研究セ

ンターを中心に推進していくことが重要である。 
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第４ 住民の避難行動等 

○ 今回の大規模火災については、多数の建物被害が生じた一方で、住民の迅速

な避難行動等により、人的被害は最小限に抑えられたものと考えられる。火災

後に地元の地方公共団体や延焼範囲地域の住民等から平時からの取組及び火災

当日の取組等について聞き取りを行った結果15は、以下に記載のとおり大変参

考になるものであり、消防庁においては関係省庁と連携し、地方公共団体向け

説明会等での紹介や自主防災組織に関する事業等を通じて全国への周知に努め

ることが重要である。 

○ その際、地域のコミュニティの状況は様々であることから、各地方公共団

体、各地域が自らの地域の課題等の実情に応じた取組方策を検討していくこと

が重要である。 

 

１ 地域コミュニティにおける共助のつながりの重要性 

○ 今回の大規模火災においては火災当日、延焼範囲の５地区内にて、数軒単

位の小さな班内で住民同士の自発的な声掛け等がされる等、地域のコミュニ

ティにおける共助のつながりの重要性が確認された。 

○ 平時においても、同地区内の数軒単位の小さな班内で、勉強会・敬老会・

回覧板を活用した交流等がなされており、その際に住民の容体確認（例：入

院した、歩行が不自由となった）等、班内の住民の最新状況を定期的に確認

し合える環境を構築できていた。 

○ これらのことを踏まえると、全国的に、住民のライフスタイルの変化等に

より、地域社会におけるつながりの希薄化等、自治会等の活動の持続可能性

の低下が危惧される中で、平時からの防災の取組等によって地域コミュニテ

ィを維持していく働き掛けも重要である。 

 

２ 平時からの避難訓練の実施及び多様な主体の連携の重要性 

○ 同地区においては、自主防災組織が中心となり、地区内の住民・民生委

員・防災士・消防団・警察・地方公共団体等の関係者が多く参加する避難訓

練（南海トラフ巨大地震・津波を想定）16が年に１回実施されていた。 

○ 同訓練の実施については、大分市の補助金制度17を活用しており、同市と

しても地域における避難支援の体制づくりの促進を図っていた。 
○ これらのことを踏まえると、地震・津波の避難訓練が大規模火災時の住民

避難にも活きた今回の事例のように、多様な主体が連携した地域の実情に応

じた避難訓練等を定期的に実施しておくことが重要である。なお、災害リス

クが相対的に低いと考えられる地域においても、平時の避難訓練も含めた今

回のような優良事例の周知に加えて、大規模災害等の活動経験を有する有識

者による防災講演会等をはじめとした地域防災力向上に資する事業の活用等

を通じ、火災を含めた各種災害に対する住民等の防災意識向上や災害対応力

の強化を図ることが重要である。 

○ また、災害時に自治会・自主防災組織・民生委員・防災士・消防団・デイ

サービスなどの福祉事業者等、多様な主体が連携し、自ら動くことができる

 
15 詳細は、資料 14 を参照されたい。 
16 令和６年度は 102 名、令和５年度は 60 名、令和４年度は 74 名が参加 
17 自主防災組織主体で行う災害時の連絡体制表の作成・情報伝達訓練等に対する市の補助金 
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ような仕組みの構築18に、自主防災組織等の取組を支援するモデル事業の活

用等を通じて、地域の課題等の実情に応じた形で、平時から取り組んでおく

ことが重要である。 

○ 加えて、今回の大規模火災は地域住民間の主体的な声掛け等により、避難

が主体的かつ迅速に実施された事例であるが、災害が急激かつ広範囲に拡大

するケースも有り得ることから、地方公共団体は、地域の実情に応じて、大

規模火災に適した避難先をあらかじめ定めた上で、延焼範囲等に応じて適切

な避難先を検討し迅速な避難指示判断ができるような体制整備等を行ってお

くことが重要である。さらに、防災行政無線や SNS等を用いた災害情報伝達

手段の多重化・多様化を推進することも重要である。 

〇 なお、大規模災害時等においては消防機関の到着が遅れることなども想定

され、初動対応としての自主防災組織等による初期消火も極めて重要である

ため、自主防災組織等が平時から消火訓練に取り組むとともに、日頃から消

火資機材の点検を行うほか、女性や高齢者でも扱いやすい小口径・軽量な消

火用ホースや小型可搬ポンプ等を整備することなども重要19である。 

 

３ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の策定・共有等の重要性 

○ 同地区においては、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画について、年

に１回、内容更新のための会議を開催し関係者が参加していたことと併せ

て、平時から民生委員・児童委員・自治会・自主防災組織・消防団・消防本

部・警察等の関係者に同名簿及び同計画が広く共有されていた（平時からの

同名簿情報の提供割合の全国平均は約 40%）。 

○ 個別避難計画に関しては、同地区の９名の避難行動要支援者に対し、６名

（約 67%）が同計画を既に策定していた。同計画の策定にあたっては要支援

者本人だけでなく福祉関係者等の多くの関係者の参画も必要であり、また策

定に一定の時間や労力を要することから、同計画の策定率の全国平均は約

14%となっているが、それと比較して同地区の策定率は高かった。加えて前

述の避難訓練等においても避難行動要支援者はじめ関係者への意識付けが行

われる等、定期的に活用されていた。 

○ これらのことを踏まえると、災害時に避難行動要支援者や避難支援等関係

者が自発的に行動するために、地域の実情に応じて、ケアマネジャーや相談

支援専門員等の福祉専門職等とも連携して同名簿や同計画を整備した上で、

個人情報に留意しつつ関係者への共有や更新等を積極的に進め、それらを活

用した訓練等の平時の取組を行うことが重要である。 

 
18 例：デイサービス事業者と地方公共団体や自主防災組織間での要支援者の災害時の移送や避難誘

導等に関する連携協定締結や、そのような多様な主体の連携の地区防災計画への記載、事業者に

よる地域の避難訓練への参加等 
19 住民による初期消火活動の取組事例については、資料 15 を参照されたい。 



 

18 

 

おわりに 
 

我が国において進行する人口減少や少子高齢化の結果として、住民自らによる災

害対応力の低下や小規模自治体・消防本部における人材不足などに直面する地域に

とっては、人的対応力の不足にいかに対処し、消防防災体制を維持・向上させてい

くかが極めて重要な課題となっている。また、今回火災が発生した大分市佐賀関の

ように、老朽化した建物の更新が進みづらく、空き家が増加する等の状況も、人口

減少や少子高齢化が進む地域に共通する課題と言えよう。 

このため、今回の検討会は、一義的には密集住宅市街地火災への対策を検討する

ためのものであったが、複数の委員から、人口減少等共通の課題を抱えた全国の各

地域にも向けられた普遍的な対策としてメッセージを発する必要があると問題提起

がなされる中で議論が交わされたことを最後に付言しておきたい。 

密集住宅市街地は、一旦火災が発生すれば大規模火災につながる危険性が高いと

考えられる。各戸の住宅防火対策の徹底とともに、地域全体を見据えたハード、ソ

フト両面の防火安全対策の充実強化が必要である。また、火災の拡大が予測される

場合には、適切な応援要請を通じて十分な消防力を迅速に確保する視点が重要であ

る。さらに、AIやロボティクス等の新技術の活用は消防活動の支援に資すると考

えられる。このほか、地域コミュニティの維持、平時からの避難訓練や多様な主体

の連携等も、地域の防災力を維持する上で欠かせない取組である。これらはいずれ

も、人的対応力の不足にどのように対処していくかという観点で重要な対策であ

る。 

人口減少・少子高齢化に起因する課題を抱えた地域の消防・防災に関わる関係者

にとって、本報告書が少しでも参考になれば幸いである。取組の実践に当たって

は、各地域を取り巻く環境の変化も適切に踏まえ、住民をはじめとした当事者の理

解・参画を得ながら、消防防災体制の維持・向上に努められることを期待する。  
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大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 開催経過 

 

 開催日 議題 

第１回 令和７年 12月 25日 

○「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあ

り方に関する検討会」 開催要綱（案） 

○令和７年 11月 18日に大分市において発生した火

災の概要及び消防庁長官による火災調査の速報 

○大分市における火災発生時の気象概況 

○被災現地の建築物の概況 

○建築物等の被害調査報告（速報） 

○大分市大規模火災における消防活動等の概要 

○大分市大規模火災を踏まえた検討の方向性 

第２回 令和８年２月 17日 

○密集市街地対策と空き家対策 

○密集住宅市街地における防火安全対策の検討 

○火災防ぎょ計画の策定状況等に関する調査結果及

び取組方針（案） 

○密集住宅市街地における火災に係る応援要請の迅

速化 

○密集住宅市街地における消防活動のための先進的

な装備・技術（例） 

○大分市大規模火災における住民の避難行動 

第３回 令和８年３月９日 

○令和７年 11月 18日に発生した大分市大規模火災

に係る消防庁長官の火災原因調査報告書 

○検討会報告書（素案） 

第４回 令和８年３月 23日 ○検討会報告書（案） 
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る
。

屋
根
不
燃
化
区
域
※
２

準
防
火
地
域
※
１

防
火
地
域
※
１

階
数

1,
50
0㎡
超

50
0㎡
超

1,
50
0㎡
以
下

50
0㎡
以
下

10
0㎡
超

10
0㎡
以
下

不
燃
材
料
等

不
燃
材
料
等

階
数
を

問
わ
な
い

屋
根

準
防
火
構
造

（
外
壁
）

耐
火
建
築
物
＋
延
焼
防
止
建
築
物

耐
火
建
築
物

＋
延
焼
防
止
建
築
物

４
階
以
上

主 要 構 造 部

準
耐
火
建
築
物

＋
準
延
焼
防
止

建
築
物

３
階
建

防
火
構
造
の

建
築
物
※
３

準
耐
火
建
築
物

＋
準
延
焼
防
止
建
築
物

２
階
建

平
屋
建

基
準
な
し

防
火
設
備
（
原
則
20
分
の
遮
炎
性
能
）

階
数
を

問
わ
な
い

窓

１
階

２
階

３
ｍ

５
ｍ

１
階

隣 地 境 界 線

５
ｍ

３
ｍ

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

相 互 の 外 壁 間 の 中 心 線

○
市
街
地
大
火
を
抑
制
す
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
「
防
火
地
域
」
・
「
準
防
火
地
域
」
・
「
屋
根
不
燃
化
区
域
」
に
お
い
て
は
、

延
べ
面
積
・
階
数
等
に
応
じ
た
性
能
を
求
め
て
い
る
。

で
囲
ま
れ
て
い
る
部
分
は
「
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
」
の
み
が
規
制
対
象

約
3
2
,0
0
0
h
a

防
火
地
域

約
3
3
2
,0
0
0
h
a

準
防
火
地
域

■
全
国
の
指
定
状
況
（
令
和
６
年
都
市
計
画
現
況
調
査
よ
り
）

防
火
地
域
等
に
お
け
る
建
築
物
の
規
制
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資料11

火災防ぎょ計画の策定状況等に関する調査結果

総務省消防庁
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実
施
済
み

（
63
1本
部
：
87
.6
％
）

未
実
施
・
確
認
中

(8
9本
部
：
12
.4
％
)

危
険
地
域
あ
り

（
47
1本
部
：
74
.6
％
）

危
険
地
域
な
し

(1
60
本
部
:2
5.
4％
)

全
て
の
危
険
地
域
で
計
画
策
定
済
み

（
41
0本
部
：
87
.0
％
）

（
ｎ
＝
72
0）

（
ｎ
＝
63
1）

全
部
又
は
一
部
未
策
定
(6
1本
部
:1
3.
0％
)

(
47
1)

１
箇
所
で
も
危
険
地
域
の
消
防
計
画
を
策
定
し
て
い
る
消
防
本
部
は
44
4本
部
。

※
２

※
１

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
が
ほ
と
ん
ど
で
木
造
建
築
物
の
割
合
が
低
い
等
。

※
1

※
2
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１
箇
所
で
も
危
険
地
域
の
消
防
計
画
を
策
定
し
て
い
る
消
防
本
部
数
（
以
降
、
本
資
料
に
お
い
て
同
じ
。
）

出
典
：
第
１
回
大
分
市
大
規
模
火
災
を
踏
ま
え
た
消
防
防
災
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
【
資
料
４
】
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※
消
防
本
部
の
火
災
防
ぎ
ょ
計
画
を
も
と
に
、
個
人
情
報
等
が
含
ま
れ
な
い
よ
う
消
防
庁
に
よ
り
再
構
成

外
周
の
赤
線
は
、
区
域
を
表
し
、
区
域
内
の
赤
線
は
車
両
通
行
不
能
を
表
す
。

黄
色
線
は
、
１
号
車
ク
ラ
ス
走
行
可
能
を
表
す
。

青
線
（
斜
め
線
含
む
）
は
、
２
号
車
ク
ラ
ス
走
行
可
能
を
表
す
。
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出
火
７
分
後

出
火
20
分
後

放
任
火
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

（
火
災
発
生
か
ら
２
時
間
後
）
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2
00
m
m
以

上
1
5
0
m
m

1
00
m
m

7
5
m
m

配
管

口
径

４
隊

３
隊

２
隊

１
隊

取
水

可
能
隊

数

◎
消

火
栓
選

定
の
原
則

◎
ミ

キ
サ
ー

車
給
水

場
所

…
図

書
館
・

保
育
園

駐
車

場
ま
た

は
防

災
セ

ン
タ

ー
（

消
防
署

屋
外

訓
練

場
）

と
す
る

。

給 水 場 所

給
水
場

所

◎
防

火
水
槽

選
定
の
原

則

部
隊

数
防

火
水

槽

２
隊

4
0
立

方
メ
ー

ト
ル

４
隊

1
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル

※
消
防
本
部
の
火
災
防
ぎ
ょ
計
画
を
も
と
に
、
個
人
情
報
等
が
含
ま
れ
な
い
よ
う
消
防
庁
に
よ
り
再
構
成

◎
車

両
進
入

不
可

（
道

幅
４

ｍ
以

下
）

（
※
当
該
住
宅
密
集
地
に
配
管
口
径
7
5m
m
の
消
火
栓
は
無
い
。
）

（
抄

）

住
宅

密
集
地

（
水
利
位

置
・

管
網

・
車

両
進

入
不

可
・

ミ
キ
サ
ー

車
給

水
位

置
）

1
･1
3
･
4
7

有
蓋

40
㎥

1
･1
3
･
5
3

管
網

10
0
m
m

1
･1
3
･
6
0

管
網

15
0
m
m

1
･1
3
･
6
9

管
網

10
0
m
m

1
･1
3
･
8
3

管
網

20
0
m
m

1
･1
3
･
7
9

管
網

15
0
m
m

1
･
1
3
･7

5

管
網

1
0
0
m
m

1
･1
3
･
4
8

管
網

30
0
m
m

1
･1
3
･
5
9

管
網

25
0
m
m

1
･1
3
･
4
9

管
網

10
0
m
m

1
･1
3
･
6
7

管
網

15
0
m
m

1
･1
3
･
5
8

管
網

15
0
m
m

吹
き

出
し

上
段

は
消

防
水

利
の

識
別

番
号

、
下

段
は

性
能

等
を

表
す

。
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道
路

狭
隘
地

区
警
防

計
画

（
抄
）

３
延

焼
阻

止
線
設

定
要

領

⑴
延
焼

阻
止
線

は
、

有
効
河

川
ま
た
は

幅
員

の
あ

る
道
路

、
空

地
、
耐

火
建

物
群

な
ど

を
境

と
し
て
、

街
区

内
の

火
災

を
徹

底
的

に
消

火
し

、
火
流

を
延
焼

阻
止

線
か
ら

迎
え
撃
つ

。

⑵
延
焼

阻
止
線

の
所

要
消
防

力
の
設
定

は
、

概
ね

一
口
の

火
面

長
を

10
m
 以

内
と

し
て

算
定

す
る

。

⑶
延
焼

阻
止
線

の
投

入
部
隊

は
、
主
と

し
て

消
防

団
を
充

て
、

指
揮
本

部
か

ら
指

名
を

受
け

た
常
備
消

防
隊

が
注

水
位

置
、

方
向

を
指

示
す

る
。

⑷
火
勢

を
弱
め

る
た

め
、
延

焼
阻
止
線

に
近

い
延

焼
街
区

内
の

建
物
に

も
適

宜
注

水
を

行
う

。

⑸
大
火

流
が
延

焼
阻

止
線
に

到
達
す
る

ま
で

の
間

、
火
流

の
両

側
面
か

ら
消

火
し

、
少

し
で

も
延
焼
阻

止
線

到
達

時
の

火
面

幅
を

小
さ

く
す

る
こ
と

も
考
慮
す

る
。

⑹
火
流

が
延
焼

阻
止

線
に
到

達
す
る
直

前
に

な
れ

ば
、
一

斉
に

放
水
を

始
め

、
火

勢
を

弱
め

て
反
対
側

の
街

区
へ

の
延

焼
を

阻
止

す
る

。

⑺
地
表

の
火
流

等
を

常
に
確

認
す
る
と

と
も

に
、

上
空
の

飛
び

火
に
も

細
心

の
注

意
を

払
い

、
飛
び
火

が
延

焼
阻

止
線

を
越

え
な

い
よ

う
常

に
監
視

す
る
。

要
救

護
者
が

住
居
す
る

世
帯

に
つ

い
て

、
早

期
救

助
に

当
た
る
。

（
１

件
台

帳
登

録
あ

り
）

延
焼

方
向
の

避
難
、
救

助
を

優
先

し
、

同
時

に
避

難
路

を
確
保
す

る
。

避
難

先
は
、

指
定
避
難

場
所

：
煥

章
館
と
し

、
延

焼
状

況
に
よ

っ
て

は
避
難

勧
告
、
避

難
指

示
を

市
と
連

携
し

て
実
施

す
る
。

救
助

・
避
難

誘
導

対
策
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消
防

活
動
困

難
地
域

消
防

計
画
（

抄
）

（
消

防
団
の

基
本
的
活

動
）

消
防

団
の

活
動
に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
現

場
指

揮
者
の

指
揮

下
に
入

り
常
備
消

防
隊

の
活

動
支

援
が

主
と

な
る

が
、
消

火
栓

へ
の
部

署
が
必
要

な
場

合
に

は
、

消
火

栓
№

86
1（

予
備

的

に
消

火
栓
№

27
6
）

へ
部

署
す

る
こ

と
と
し
、

新
た

に
筒

先
包
囲

態
勢

の
確
保

が
必
要
な

場
合

に
は

、
消

火
栓

№
48
5へ

の
部

署
に

よ
る

包
囲
態

勢
で
の
消

火
活

動
も

考
慮

す
る

。

ま
た

、
大

火
の
場
合

に
は

、
更

に
大

き
な

筒
先

包
囲

態
勢
を

取
る

か
、
風

向
き
や
延

焼
状

況
を

勘
案

し
て

必
要

な
場

合
に
は

住
民

の
避
難

誘
導
を
優

先
し

て
行

う
こ

と
と

す
る

。

※
消
防
本
部
の
火
災
防
ぎ
ょ
計
画
を
も
と
に
、
個
人
情
報
等
が
含
ま
れ
な
い
よ
う
消
防
庁
に
よ
り
再
構
成
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資料12

応援要請基準や
都道府県内消防相互応援協定に関する取組事例

総務省消防庁
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大分市大規模火災を踏まえた
消防防災対策のあり方に関する検討会

資料13

密集住宅市街地における消防活動のための
先進的な装備・技術（例）

総務省消防庁
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大分市大規模火災を踏まえた
消防防災対策のあり方に関する検討会

資料14

大分市大規模火災の際の住民避難に関して
有効であったと考えられる取組

総務省消防庁
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大分市大規模火災を踏まえた
消防防災対策のあり方に関する検討会

資料15

住民による初期消火活動の取組事例

総務省消防庁
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新
潟
県
糸
魚
川
市
の
取
組

（
火
災
後
の
新
た
な
取
組
）

○
専
門
家
と
地
域
住
民
が
一
緒
に
ま
ち
歩
き
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
、
地
域
課
題
を
把
握
し
、
解
決
策
を
検
討
。

○
住
民
が
初
期
消
火
を
行
え
る
よ
う
に
、
女
性
や
高
齢
者
で

も
取
り
扱
い
や
す
い
よ
う
、
市
内
約
1
,2
0
0
箇
所
あ
る
消
火
栓

の
う
ち
約
4
0
0
箇
所
に
4
0
ミ
リ
ホ
ー
ス
を
配
備
し
た
。

○
4
0
ミ
リ
ホ
ー
ス
を
使
っ
た
初
期
消
火
訓
練
を
行
い
、
女
性

で
も
扱
え
る
こ
と
を
体
験
し
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
実
践
的
な

対
応
力
を
身
に
付
け
て
い
る
。

〇
被
災
地
区
の
消
火
栓
を
地
下
式
か
ら
地
上
式
に
改
修
し
、

消
火
栓
に
ホ
ー
ス
を
早
く
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
ほ
か
、

消
火
栓
の
場
所
を
見
つ
け
や
す
く
し
た
。

初
期
消
火
訓
練
の
様
子

（
糸
魚
川
市
提
供
）

消
火
栓
の
改
修

（
糸
魚
川
市
提
供
）

平
成
2
8
年
の
大
規
模
火
災
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
の
平
時
の
取
組
に
加
え
て
、
火
災
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て

以
下
の
取
組
を
実
施
。

（
こ
れ
ま
で
の
平
時
の
取
組
）

○
住
民
に
対
す
る
地
域
の
災
害
リ
ス
ク
の
周
知
や
災
害
時
に
住
民
が
と
る
べ
き
避
難
行
動
に
つ
い
て
の
取
組
と
し
て
、

全
市
一
斉
防
災
訓
練
、
地
区
防
災
訓
練
、
出
前
講
座
、
防
災
リ
ー
ダ
ー
研
修
等
を
実
施
。

○
地
区
防
災
訓
練
の
際
の
座
学
や
出
前
講
座
に
お
い
て
、
消
防
職
団
員
に
よ
る
、
火
災
予
防
に
関
す
る
講
義
の
ほ
か
、

消
火
器
を
用
い
た
初
期
消
火
の
実
践
指
導
を
実
施
。

地
下
式

地
上
式

配
備
さ
れ
た
消
火
機
材
（
40
ミ
リ
ホ
ー
ス
）

を
点
検
す
る
様
子

（
糸
魚
川
市
提
供
）

111


	【セット版】大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書.pdf
	資料集v4.pdf
	空白ページ
	空白ページ




